
議   第  ３１１  号   

令和 ３ 年１１月２９日提出   

 

   熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史   

 

   熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

第１条 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例（昭和２９年条例第１８号）の

一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中「１００分の１２７．５」を「、６月に支給する場合においては

１００分の１２７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１２．５」

に改め、同条第３項中「１００分の１２７．５」を「６月に支給する場合において

は１００分の１２７．５、１２月に支給する場合においては１００分の１１２．５」

に、「１００分の７２．５」を「６月に支給する場合においては１００分の７２．５、

１２月に支給する場合においては１００分の６２．５」に改める。 

第２条 熊本市立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項中「、６月に支給する場合においては１００分の１２７．５、    

１２月に支給する場合においては１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」

に改め、同条第３項中「６月に支給する場合においては１００分の１２７．５、   

１２月に支給する場合においては１００分の１１２．５」を「１００分の１２０」

に、「６月に支給する場合においては１００分の７２．５、１２月に支給する場合に

おいては１００分の６２．５」を「１００分の６７．５」に改める。 

 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は令和３年１２月１日から、第２条の規定は令和４年４月

１日から施行する。 
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 （提出理由） 

人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告に基づいた本市教育職員の給与

の改定をするため、所要の改正を行う必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 
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